
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

三
一

六
第
二
項
第
五
号

第
二
項
第
四
号

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

九
四

六伊
佐
川
勇

伊
差
川
勇

令和年月日 火曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
五
億
一
万
円
減
少
し
、

一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
七
日

東
京
都
港
区
東
新
橋
二
丁
目
五
番
四
号

株
式
会
社
Ｍ
ａ
ｇ
ｎ
ｏ
ｌ
ｉ
ａ

Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｓ

代
表
取
締
役

入
江

浩
一

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
一
千
八
百
五
十
万
三
千

三
百
二
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
九
日

掲
載
頁

一
五
四
頁
（
号
外
第
二
一
一
号
）

令
和
七
年
十
月
七
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
三
丁
目
二
三
番
一
号

Ａ
Ｃ
Ｎ
日
本
橋
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ビ
ル
三
階

株
式
会
社
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ

代
表
取
締
役

山
本

寛
大

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
十
二
億
五
千
万
円
減
少
し

一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
八
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
九
十
五
号
）

令
和
七
年
十
月
七
日

横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
三
丁
目
三
番
三
号
横

浜
コ
ネ
ク
ト
ス
ク
エ
ア
九
階

Ｈ
ｙ
ｕ
ｎ
ｄ
ａ
ｉ

Ｍ
ｏ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ

Ｊ

ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

七
五
三
木
敏
幸

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
を
効
力
発
生
日
と
す

る
株
式
会
社
群
馬
分
析
セ
ン
タ
ー
、
有
限
会
社
環
境
リ
ブ

テ
ッ
ク
及
び
浅
野
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式
会
社
と
の
各
株
式

交
換
（
以
下
「
本
株
式
交
換
」）に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額

が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資
本
準
備
金
の
額
に

つ
い
て
、
本
株
式
交
換
に
よ
る
資
本
準
備
金
の
額
を
全
額

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
異

議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日

掲
載
頁

五
十
五
頁
（
号
外
第
一
九
三
号
）

令
和
七
年
十
月
七
日

群
馬
県
高
崎
市
下
大
島
町
六
二
六
番
地

株
式
会
社
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

中
澤

和
也

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
千
四
百
八
十
二
万
七
千
七

百
五
十
円
減
少
し
九
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
四
一
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
七
年
十
月
七
日

大
阪
府
茨
木
市
彩
都
あ
さ
ぎ
七
丁
目
七

二
〇

彩
都
バ
イ
オ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

Ａ
Ｏ
Ｉ

Ｂ
ｉ
ｏ
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
ｓ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

末
田

伸
一

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
百
二
十
九
億
七
千
八

百
十
八
万
六
千
円
減
少
し
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
十
一
月
十
四
日
に
予
定

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
四
日

掲
載
頁

一
五
三
頁
（
号
外
第
一
六
一
号
）

令
和
七
年
十
月
七
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
丁
目
二
番
一
号

Ｎ
ｅ
ｘ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

舩
津

啓
介

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
三
八
、
七
八
〇
、
〇
〇
〇

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
九
二
、
三
四
〇
、
〇
〇
〇
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
六
日

掲
載
頁

七
十
三
頁
（
号
外
第
二
〇
七
号
）

令
和
七
年
十
月
七
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
二
番
二
一
号
デ
ィ
ア

シ
テ
ィ
西
館
二
〇
四
号
室株

式
会
社
パ
ズ
ル
リ
ン
グ

代
表
取
締
役

山
村

幸
広

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
四
千
七
百
六
十
万
四
百

十
七
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
千
六
百
八
十
二
万
一
千

三
百
九
十
九
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
二
日

掲
載
頁

十
二
頁

令
和
七
年
十
月
七
日

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
六
丁
目
六
番
一
号

Ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｒ
ｙ
ｅ
ｘ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

李

東

瀛

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
七
日

札
幌
市
中
央
区
北
四
条
西
十
六
丁
目
一
番
地

株
式
会
社
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
24

代
表
取
締
役

宮
川

薫

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。
な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無

効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
七
日

東
京
都
墨
田
区
菊
川
二
丁
目
二
三
番
二
号

関
根
冶
金
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

谷
貝

光
洋

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
二
十
九
日
で
す
。

令
和
七
年
十
月
七
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
半
田
町
一
八
番
地

サ
ク
ラ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
野

貴
大

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
七
日

大
阪
府
東
大
阪
市
高
井
田
西
三
丁
目
三
番
一
号

大
阪
バ
ネ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

笠
井

洋
子

令
和
七
年
九
月
十
六
日
掲
載
の
那
覇
家
庭
裁
判
所
名
護

支
部
に
係
る
令
和
七
年
（
家
）
第
一
七
〇
〇
四
号
相
続
財

産
清
算
人
の
選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日（
号
外
第
二
百
七
十
七
号
）

目
次
欄
中

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
七
日

札
幌
市
中
央
区
北
四
条
西
十
六
丁
目
一
番
地
第
一

ビ
ル

有
限
会
社
Ｅ
Ｎ
Ｇ
20

取
締
役

宮
川

薫
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